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決
済
用
預
金
は
「
無
利
息
、
要
求
払
い
、
決
済
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
三
要
件
を

満
た
す
も
の
で
、
例
え
ば
、
当
座
預
金
や
利
息
の
つ

か
な
い
普
通
預
金
が
該
当
し
ま
す
。

　
　
対
象
と
な
っ
て
い
る
預
金
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

決
済
用
預
金
以
外
の
保
護
対
象
預
金
等
（
一
般
預
金

等
と
い
い
ま
す
。
）
は
一
金
融
機
関
一
人
当
た
り
、
合
算

し
て
元
本
一
千
万
円
ま
で
と
そ
の
利
息
等
（
定
期
積

金
の
給
付
補
て
ん
金
、
金
銭
信
託
に
お
け
る
収
益
の
分
配
等
を

含
み
ま
す
。
）
が
保
護
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
一
千
万
円
を
超
え
る
部
分
で
あ
っ
て
も

破
た
ん
し
た
金
融
機
関
の
財
産
の
状
況
に
応
じ
て

支
払
わ
れ
ま
す
（
一
部
カ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
。

Ｑ
４
及
び
Ｑ
６
参
照

　　
　
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
預
金
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
保
護
さ
れ
な
い
預
金
等
で
あ
っ
て
も
破
た
ん
し

た
金
融
機
関
の
財
産
の
状
況
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
ま
す

（
一
部
カ
ッ
ト
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）
。
Ｑ
５
参
照

　
　
一
般
預
金
等
は
一
金
融
機
関
ご
と
預
金
者
一
人

　
　
当
た
り
元
本
一
千
万
円
ま
で
と
そ
の
利
息
等
が

保
護
さ
れ
ま
す
が
、
破
た
ん
金
融
機
関
に
同
一
の
預

金
者
が
複
数
の
預
金
等
の
口
座
を
有
し
て
い
る
場

合
、
そ
れ
ら
を
合
算
し
て
、
預
金
保
険
で
保
護
さ
れ

る
預
金
等
の
総
額
（
付
保
預
金
額
と
い
い
ま
す
。
）
を
算

定
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
名
寄
せ
」
と
い
い
ま
す
。

　
預
金
者
の
皆
様
は
、
預
金
等
の
保
護
を
円
滑
に

行
う
た
め
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
電
話
番
号

等
に
変
更
・
訂
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
速
や
か
に

各
金
融
機
関
に
お
申
出
下
さ
い
。

　

�

　
家
族
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
や
親
子
は
そ
れ
ぞ
れ

別
の
人
格
を
有
す
る
法
的
主
体
で
あ
る
た
め
、
そ

の
名
義
に
従
い
別
個
の
預
金
者
と
し
て
保
護
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
家
族
の
名
義
を
借
り
た

に
過
ぎ
な
い
預
金
等
は
、
他
人
名
義
預
金
と
し
て

保
険
の
対
象
外
と
な
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
の
場
合
、

個
人
事
業
用
の
預
金
は
、
同
一
人
の
預
金
等
と
し

て
合
算
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
対
象
と
な
る
金
融
機
関
は
次
の
と
お
り
で
す
。

＊
農
協
、
漁
協
、
水
産
加
工
協
等
の
系
統
金
融
機
関

は
、
別
途
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
制
度
に

加
入
し
て
い
ま
す
。

決
済
用
預
金
は
ど
の
よ
う
な
預
金
で
す
か
？

預
金
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
預
金
等

に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

預
金
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
預
金
等

に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

◎預�金�等�保�護�の�範�囲

利息のつく普通預金・定期預金・定期
積金・元本補てんのある金銭信託（ビ
ッグなど）等

合算して元本1,000万円
までとその利息等を保
護

当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護（恒久措置）Q1
参照

預金等の分類 平成17年4月から

外貨預金、元本補てんのない金銭信託（ヒットなど）、金融
債（保護預り専用商品以外のもの）等

保護対象外
Q3参照

決済用預金

一般預金等

・
当
座
預
金
　
・
普
通
預
金
　

・
別
段
預
金
　
・
定
期
預
金

・
通
知
預
金
　
・
納
税
準
備
預
金

・
貯
蓄
預
金
　
・
定
期
積
金
　
・
掛
金

・
元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
金
銭
信
託

　
（
ビ
ッ
グ
等
の
貸
付
信
託
を
含
む
）

・
金
融
債
（
ワ
イ
ド
等
の
保
護
預
り
専
用
商
品
に
限
る
）

・
右
記
を
用
い
た
積
立
・
財
形
貯
蓄
商
品
　

・
外
貨
預
金
　

・
他
人
、
架
空
名
義
預
金

・
譲
渡
性
預
金
　
・
オ
フ
シ
ョ
ア
預
金

・
日
本
銀
行
か
ら
の
預
金
（
国
庫
金
を
除
く
）

・
金
融
機
関
か
ら
の
預
金

　
（
確
定
拠
出
年
金
の
積
立
金
の
運
用
部
分
を
除
く
）

・
預
金
保
険
機
構
か
ら
の
預
金

・
無
記
名
預
金
　
・
導
入
預
金

・
元
本
補
て
ん
契
約
の
な
い
金
銭
信
託
（
ヒ
ッ
ト
等
）

・
金
融
債
（
保
護
預
り
専
用
商
品
以
外
の
も
の
）

※
詳
し
く
は
、
各
商
品
取
扱
い
の
金
融
機
関
に

　
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

「
名
寄
せ
」
と
は
な
ん
で
す
か
？

家
族
名
義
や
個
人
事
業
用
の
預
金
は
ど
の
よ

う
に
保
護
さ
れ
ま
す
か
？

預
金
保
険
制
度
の
対
象
と
な
る
金
融
機
関
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

　
平
成
十
七
年
四
月
以
降
は
、
当
座
預
金
や
利
息
の
つ
か
な
い
普
通
預
金
は
「
決
済
用
預
金
」
と
し
て

全
額
保
護
さ
れ
、
定
期
預
金
や
利
息
の
つ
く
普
通
預
金
な
ど
は
、
一
金
融
機
関
に
つ
き
預
金
者
一
人

当
た
り
、
元
本
一
千
万
円
ま
で
と
そ
の
利
息
等
が
保
護
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
ど
の
預
金
が
「
決
済
用

預
金
」
に
該
当
す
る
か
等
の
詳
細
は
、
金
融
機
関
の
窓
口
等
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　
・
銀
行
（
日
本
国
内
に
本
店
の
あ
る
も
の
）

　
・
信
用
金
庫
　
・
信
用
組
合
　
・
労
働
金
庫

　
・
信
金
中
央
金
庫
　
・
労
働
金
庫
連
合
会

　
・
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

※
右
記
金
融
機
関
の
海
外
支
店
、政
府
系
金
融
機
関
、

　
外
国
銀
行
の
在
日
支
店
は
預
金
保
険
制
度
の
対

　
象
外
で
す
。

沖
縄
総
合
事
務
局
金
融
監
督
課

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

問
合
せ
先

T
E
L
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８
（
８
６
２
）
１
９
４
４

（
詳
し
く
は
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構

　
　1
0
3
（
3
2
8
5
）
1
2
7
2
ま
で
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
）


